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伊方発電所原子炉施設保安規定の補正に関する事前連絡について 

 

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は，弊社事業につきまして格別の

ご理解とご協力を賜り，厚く御礼申し上げます。 

 さて，令和５年１１月１日付，原子力発第２３２７０号にて連絡した伊方発電所原子炉施

設保安規定の補正につきまして，下記のとおり安全協定第１０条第１項第１号の規定に基

づく事前連絡を致します。 

敬 具 

 

記 

 

１．補正の理由 

 伊方発電所原子炉施設保安規定変更認可申請後の原子力規制庁の審査が実施されている

が，その審査の過程で記載の適正化が必要となったことから，記載内容を補正する。 

 

２．補正の概要 

伊方発電所３号炉の原子炉施設の経年劣化に関する技術的な評価の実施に伴う長期施設管

理方針の記載の適正化 

 

 

 

以 上 



 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊方発電所原子炉施設保安規定変更認可申請のうち 
別添（伊方発電所原子炉施設保安規定変更比較表）の補正前後比較表 

 

参考資料－１ 



補正前 補正後 備考 

添付６ 長期施設管理方針

（第１１９条の４関連）

添付６ 長期施設管理方針

（第１１９条の４関連）

原子炉施設の経年劣

化に関する技術的な

評価の実施に伴う長

期施設管理方針の策

定（本頁補正なし）
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補正前 補正後 備考 

（１）長期施設管理方針（始期：2024年12月15日，適用期間：10年間）

No. 施設管理の項目 実施時期※１ 

１ 

原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化については，今後の 

原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して第３回監視試験の実施計画 

を策定する。 

中長期 

２ 

原子炉容器等の疲労割れについては，実績過渡回数の確認を継続的に 

実施し，運転開始後60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認 

する。 
中長期 

※１：実施時期における，短期とは，2024年12月15日からの５年間，中長期とは，2024年12月15日から

の10年間をいう。 

（１）長期施設管理方針（始期：2024年12月15日，適用期間：10年間）

No. 施設管理の項目 実施時期※１ 

１ 
原子炉容器胴部（炉心領域部）の中性子照射脆化については，今後の 

原子炉の運転サイクル・照射量を勘案して第３回監視試験を実施する。 
中長期 

２ 

原子炉容器等の疲労割れについては，実績過渡回数の確認を継続的に 

実施し，運転開始後60年時点の推定過渡回数を上回らないことを確認 

する。 
中長期 

※１：実施時期における，短期とは，2024年12月15日からの５年間，中長期とは，2024年12月15日から

の10年間をいう。 

原子炉施設の経年劣

化に関する技術的な

評価の実施に伴う長

期施設管理方針の策

定（記載の適正化）
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